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平成24年度平成24年度幼稚園児を募集幼稚園児を募集しますします
～ 満３歳 満３歳になったら幼稚園 幼稚園 ～

　私立幼稚園では、土曜日、長期休業日も園児をお預かりしていま
すので、共働きの家庭も安心してお子さんを預けることができます。
　預かり保育や給食のことなど、詳しくは次の幼稚園へお問い合わ
せください。
▶学校法人東北カトリック学園十和田カトリック幼稚園☎㉓2518
▶学校法人吉田学園十和田みなみ幼稚園☎㉓3797
▶認定こども園さつき幼稚園☎㉒1636
▶学校法人青森山田学園青森大学付属北園幼稚園☎㉒1871

私立幼稚園就園奨励費のお知らせ
　市では、幼稚園に通っているお子さんのいる世帯を対象に、
所得に応じて保育料の一部を補助する事業を実施しています。
詳しくはお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　問教育総務課学務係☎722305

　子ども手当特別措置法成立に伴い、子ども手当は平成23年10月から平成24年３月までの６カ月間、次のよう
に変わりました。これまで子ども手当を受け取っていたかたも含め、改めて申請が必要です。

10月からの
手当の月額

▼０歳～３歳未満　　　15,000円（一律）

▼３歳～小学校修了前　10,000円（第３子以降の場合は15,000円）

▼中学生　　　　　　　10,000円（一律）
※子の数え方は18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子の中で、年長者から順に数えます。

支給時期 ▽平成23年10月分～平成24年１月分　→　平成24年２月

▽平成24年２月分～平成24年３月分　→　平成24年６月

新たに追加され
た支給要件

▼支給対象となる子どもに国内居住要件が設けられます（留学の場合を除く）。

▼離婚協議中などで別居している場合、子どもと同居し養育している親に支給される場合があります。

▼児童養護施設に入所している子どもや里親に委託されている子どもの場合、原則として施設の設置者や里親に
　支給されます。

▼未成年後見人や父母指定者（父母が国外に居住する場合）も、父母と同様（監護・生計同一）の要件で支給さ      
　れます。

が変わります。 申請申請子 ど も 手 当 をお忘れなく！

●９月30日まで受給されているかたでも改めて申請をする必要があります。支給要件などの変更により、支給の
　対象となるか確認の上で認定されます。
※９月30日までに子ども手当の受給資格があるかたには申請に必要な書類を郵送しています。
●新たに追加された支給要件に該当すると思われるかたは、必要書類をそろえて申請をしてください。詳しくは
　お問い合わせください。
●平成24年３月末までに申請すれば、10月分からの子ども手当を受け取ることができる経過措置があります。た
　だし、 ▼10月以降に他の市町村へ転出したかた ▼10月以降にお子さんが生まれたかたはさかのぼって支給され
　ませんので転出予定日や出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。申請が遅れた場合、支給になら
　ない月が生じる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入園願書・案内配布を
行っています。

入園願書の受け付けは
11月１日からです。

問福祉課児童家庭係☎516717
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